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婢

と

被

官

「
人
相
衣
類
付
け
」
と
も
一
k
う
べ
き
も
の
で
年
号
を
逸
し
て
い
る
が
、
（
徳
川
巾
、
末

期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
）
到
馬
の
奴
婢
を
努
堀
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

討
馬
の
所
謂
奴
婢
な
る
も
の
の
風
読
が
正
に
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
後
に
述
べ
る
が
、
こ
の
乏
し
き
が
上
に
も
乏
し
き
所
持
品
も
完
全
な
る
披
の
所

（
九
州
文

有
物
で
あ
る
と
は
眼
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」
一

化
史
研
究
所
写
本
）
元
緑
九
年
の
條
に
よ
る
と

「
拝
領
仰
せ
付
け
ら
れ
候
科
人
、
衣
類
身
に
付
け
候
諧
道
具
共
拝
領
之
主
人
に
成
し

下
さ
れ
候
先
例
御
座
候
専
」

と
あ
っ
て
彼
も
彼
の
所
帯
も
完
全
な
る
被
所
有
物
で
あ
り
、
そ
の
境
涯
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
先
づ
窺
え
る
。

更
に
奴
婢
の
或
る
者
に
あ
っ
て
は
彼
の
生
命
す
ら
も
彼
自
身
の
所
有
物
で
は
な
い
。

即
ち
彼
婚
を
奴
侯
と
し
て
希
望
す
る
者
が
無
い
時
は
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
か
ね
な
か
つ

た
し
、
不
働
き
、
不
調
法
、
不
届
な
る
こ
と
あ
る
時
は
主
人
の
了
簡
次
第
に
罪
科
に
処

せ
ら
れ
る
場
合
も
多
く
、
不
奉
公
な
り
と
認
め
ら
れ
れ
ば
主
人
は
案
内
に
及
ば
ヤ
斬
罪

に

行

う

こ

と

を

予

め

公

許

さ

れ

る

こ

と

も

あ

っ

た

。

'

註
拝
領
者
に
よ
る
奴
婢
の
処
分
は
奴
婢
制
度
の
上
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
徳

川
前
期
の
類
例
―
―
―
―
一
を
掲
げ
る
。
．
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垣 ニ
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右
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此
者
共
在
郷
給
人
＝
一
披
成
下
給
人
依
郡
奉
行
見
合
二
仕
候
柿
右
者
郡

奉
行
へ
相
渡
可
被
巾
候

（
中
酪
）

自
然
彼
者
共
焦
調
法
仕
候
か
又
ハ
郡
村
之
為
一
一
不
罷
成
候
ハ
、
主
人

見
合
卯
科
巾
付
候
様
と
の
御
瀬

七
月
五

H

「
立
文
十
庚
戌

吉
村
四
郎
二
鳴
四

七

兵

衛

Lー

--！ 
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渡
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娼
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所
仲
間
太
次
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術
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と
巾
者
小
碩
市
左
衛
門
へ
非
法
之
俵

rtl

掛
太
次
右
衛
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不
届
二
付
閉
門
巾
附
置
候
処
方
点
謳
出
連
—
—
不
届
之

義
有
之
段
打
娼
頭
よ
り
巾
出
候
二
付
伊
奈
郡
仁
川
村
小
宮
太
郎
兵
術

ヘ
被
成
下
、
年
布
於
川
合
不
届
之
義
侯
ハ
、
日
ド
述
成
敗
仕
侯
様
巾
波

九
月
廿
一

H
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右
ハ
欠
落
之
統
領
＝
一
候
へ
共
企
仕
候
迄
＝
一
而
舶
塙
も
盗
取
不
巾
、

其
上
主
人
方
へ
立
婦
候
付
一
命
被
栄
免
志
多
質
村
下
知
人
阿
ひ
る

預
五
郎
へ
披
成
下
、
若
川
合
＝
一
而
不
働
候
ハ
、
主
人
方
＝
一
面
斬
罪

（
「
奴
婢
披
下
並
返
上
」

〔
元
緑
六
年
六
月
五

H
「
御
家
巾
江
人
披
成
下
候
付
被
仰
出
候
曹
付
」

に
よ
つ
て
邦
領
者
の
奴
婢
自
由
処
分
法
制
化
〕

右
の
党
書
の
次
に
左
の
記
戟
が
あ
る
。
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男
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右
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、
殊
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有
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手
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及
不
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候

モ
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八
月
九
日

「
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以
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水
元

給
人
小
宮
平
兵
箭
下
男利

右

衛

門

給
人
小
宮
十
右
餌
門
下
男

五

兵

（
「
科
人
帳
」
元
緑
十
五
至
享
保
四
年
上
）

多
田
牛
兵
衛
＝
ー
被
成
下
ル

右
（
朝
鮮
よ
り
二
菫
底
之
徳
利
二
人
参
仕
込
取
渡
lJ
屯
科
一
一
候
故

死
罪
可
被
仰
付
候
得
共
此
節
之
儀
故
一
命
被
差
免
右
之
迎
奴
二
被

成
下
已
来
相
嗜
主
人
防
分
奉
公
可
仕
候
、
重
而
少
も
不
調
法
候
は

主
人
方
よ
り
紐
度
死
罪
に
被
巾
付
之
旨
巾
渡
ス

七
月

「
元
緑
十
五
訂

9
)
r
r
l
忙
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吉
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水
夫禰

太

郎

間
洛
上
巾
度

rll張
次
兵
衛
願
出
候
処
、
此
程
波
仰
出
候
者
御
法
度
相

北
＂
邦
領
被
仰
付
侯
者
主
人
へ
不
奉
公
仕
輝
ク
ロ
組
儀
有
之
候
者
手
前
＝
―

面
相
壮
候
様
一
ー
と
被
仰
出
候
＝
ー
付
、
如
何
椋
共
心
次
第
仕
候
様
＝
ー
と

此
の
京
生
れ
市
兵
衛
の
事
件
が
蠍
害
成
立
の
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
か
と

考
え
ら
れ
る
。

（
中
"
-
略
）

紺

馬

に

於

け

る

奴

評

と

被

官

し一

（
「
奴
婢
被
下
並
返
上
」
一
）

外
同
種
の
史
料
が
賽
永
七
年
八
月
享
保
九
年
七
月
廿
八

H
的
に
見
ら
れ
る
。

元
禄
九
年
六
月
の
御
家
巾
え
の
仰
せ
下
し
に

「
御
家
中
並
川
舎
給
人
え
成
し
下
さ
れ
候
者
、
不
行
跡
二
有
之
、
難
ク
ロ
屈
様
子
―
―
候
．

ハ
、
自
分
二
而
賄
抑
可
被
仕
候
那
」
（
「
科
人
帳
」
延
賽
八
至
元
詑
十
一
年
下
）

と
あ
る
の
は
そ
の
頃
奴
婢
に
し
て
使
川
に
槃
え
な
い
者
が
多
く
、
死
を
以
て
之
に
臨

む
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

叉
永
代
奴
婢
所
生
の
子
は
（
奴
婢
身
分
の
儘
の
結
婚
は
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
）
子
k

孫
々
に
至
る
迄
何
的
か
の
身
分
的
闊
約
を
受
け
る
わ
け
で
、
徳
川
末
期
に
及
ん
で
は
そ

の
奴
隷
的
性
格
は
若
干
稀
巡
に
は
な
る
が
、
以
上
の
如
き
奴
婢
の
身
分
的
條
件
は
封
建

右
術
門
江
巾
渡
候

河
内
村
肘
入
介
左
衛
門
江
永
代
奴
二
被
成
候
即
隧
分
致
折
檻
召

使
、
若
勁
方
不
宜
候
者
不
及
案
内
手
前
一
一
而
死
罪
デ
甲
付
候
様
助

「
賓
永
七
庚
寅

六
月
十
五

H

(rlt
略）

山
上
久
兵
樹
下
人

市

兵

衛

マ
A

右
利
右
衛
門
依
者
爪
科
を
餃
シ
候
五
兵
術
儀
者
両
度
重
科
を
似
シ

候
決
而
斬
罪
二
不
披
仰
付
候
面
不
叶
者
二
候
的
共
御
宥
免
被
成
候

而
利
右
衛
門
は
伊
奈
郡
飼
所
村

lIf入
格
兵
衛
一
一
韮
兵
衛
ハ
同
村
肝

煎
抱
十
郎
へ
永
代
侯
―
一
被
成
下
侯
、
向
後
少
之
不
調
怯
有
之
候
共

主
人
方
一
一
而
早
辿
斬
罪
―
一
可
111付
候
、（

「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」
一
）

゜（
下
略
）
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対，＇馬

と

被

官

的
身
分
制
度
と
抱
合
し
つ
つ
最
後
迄
そ
の
本
質
に
於
て
変
化
し
な
か
っ
た
ご
と
く
で
あ

る。
次
に
対
馬
の
風
土
的
性
格
を
物
語
る
も
の
に
被
官
が
あ
る
。
載
後
の
農
地
法
の
実
施

に
よ
つ
て
制
度
と
し
て
は
既
に
過
去
の
も
の
で
あ
る
竿
1

で
あ
る
が
、
今
滸
そ
の
追
習
は

生
命
を
持
続
し
、
旧
被
官
で
あ
っ
た
人
K

が
背
の
如
く
主
家
の
庭
前
に
路
つ
て
節
を
編

み
諦
稲
の
労
役
に
服
す
る
も
の
も
あ
る
。

卒
直
に
言
う
な
ら
ば
此
婚
の
不
幸
な
る
人
●
の
骨
格
風
線
に
は
封
建
的
直
圧
の
跡
艇

然
た
る
も
の
が
あ
り
、
拝
領
下
男
孫
助
を
目
の
あ
た
り
見
る
の
m心
い
が
あ
る
。

か
L
る
古
代
的
な
或
は
封
建
的
な
奴
婢
・
被
官
の
制
度
が
先
づ
旅
人
と
し
て
の
脈
史

家
の
注
目
を
ひ
く
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
事
実
は
蔚
馬
の
風
土
の
必
然
的

所
産
で
あ
り
、
そ
の
膝
史
的
性
格
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
て
此
の
意
味
に
於
て
特

異
な
現
象
で
あ
り
つ
4
又
酎
馬
の
脈
史
の
本
質
に
ふ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

九
州
文
化
史
研
究
所
は
早
く
よ
り
此
の
問
題
に
注
目
し
関
係
史
料
を
班
集
し
つ
つ
あ

り
、
故
金
田
平
一
郎
教
授
は
「
酎
馬
藩
刑
事
判
決
例
五
十
題
」
（
「
法
制
研
究
」
一

0
巻

一
号
）
「
針
馬
藩
の
奴
刑
」
（
「
法
制
研
究
」
一
三
巻
二
号
）
等
の
諸
論
文
を
発
表
せ
ら

れ
、
近
く
は
宮
本
又
次
敦
授
に
「
鉗
馬
海
に
於
け
る
奴
刑
と
奴
婢
」
（
「
松
山
商
大
論

集
」
一
巻
三
号
）
等
の
研
究
が
あ
る
が
余
は
此
処
に
奴
婢
と
被
官
と
の
相
関
性
及
び
其

の
発
生
の
経
路
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
‘

奴
婢
制
度
｀
＇
の
饗
遷

到
馬
の
奴
婢
制
度
は
そ
の
起
源
も
未
だ
明
ら
か
で
な
く
厳
原
の
宗
家
文
庫
の
史
料
も

主
と
し
て
寛
永
以
後
の
も
の
で
、
余
の
現
在
利
用
し
得
る
史
料
は
極
め
て
不
十
分
で
は

あ
る
が
先
づ
そ
の
瓶
観
を
試
み
る
と
、
奴
婢
に
該
当
す
る
も
の
の
見
ら
れ
る
最
古
の
も

の
は
「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」
の
記
戦
で
あ
る
。

に
於
け
る
．
奴
鋳

同
書
は
刑
事
関
係
の
記
録
を
材
料
ど
し
て
抜
粋
編
輯
し
た
も
の
で
寛
永
十
三
年
か
ら

る

。

そ

の

巻

頭

に

：

寛
延
四
年
迄
の
事
例
が
年
代
順
に
挙
げ
ら
れ
て
い

「
寛
永
十
三
丙
子
五
月
廿
八

H

高
部
勘
解
由
殿
、
多
田
源
左
術
門
殿
、
武
籐
五
郎
左
衛
門
殿
へ
下
女
一
人
苑
被

逍

マ
~
．

三
人
何
方
へ
も
不
被
逍
候
皿
伊
宗
草
使
ヘ／

」

と
あ
る
の
が
関
係
史
料
の
初
見
で
あ
る
。
後
の
例
を
以
て
考
え
る
と
同
年
は
所
謂
柳

川
騒
動
の
直
後
で
あ
る
か
ら
恐
ら
く
此
の
事
件
に
よ
つ
て
処
罰
さ
れ
た
某
皿
年
前
守
の
下

婢
等
が
絲
坐
に
よ
つ
て
宗
家
の
家
臣
途
に
配
分
さ
れ
、
こ
ま
以
下
の
三
人
は
分
与
さ
れ

ヤ
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
°
此
の
場
合
に
は
未
だ
奴
婢
な
る
言
葉

は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
十
八
年
後
の
承
應
三
年
に
同
じ
く
下
女
を
藩
士
に
下
さ
る
4
こ
と
が
あ
り
更
に

四
年
後
の
明
暦
四
年
光
雲
院
宗
義
成
の
一
周
忌
に
当
つ
て

「
十
月
廿
二
日

光
雲
院
様
御
法
事
＿
＿
付
候
而
と
相
見
、
籠
含
之
者
宗
出
雲
咽
黒
木
惣
左
衛
門
、

津
江
吉
之
允
、
吉
賀
八
之
允
に
被
下
」

と
見
え
る
。
こ
れ
罪
科
に
よ
つ
て
投
獄
さ
れ
た
者
が
藩
士
に
与
え
ら
れ
る
最
初
の
例

で
あ
る
。

萬
治
年
間
に
至
る
と
記
戟
も
租
:
詳
細
と
な
り
、
下
人
不
足
の
藩
士
が
朝
鮮
御
法
度

に
違
反
し
た
者
一
二
人
を
一
括
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
等
が
知
ら
れ
、
続
い
て
、
寛
文
二

・
年
九
月
廿
＿
―
-
日
條
に
r

.

「
松
村
釆
女
内
之
者
典
七
郎
、
豆
酸
村
へ
逍
し
置
候
処
一
ズ
唯
今
内
之
者
筋
ー
ー
而
無

之
Fh巾
立
千
万
慮
外
之
者
二
候
條
、
典
七
郎
夫
姉
並
樅
悴
勘
八
箭
三
郎
つ
る
合
五
人

曲
卒
前
召
逝

巾
渡

こ
ま
、
き
く
、
う
め



対

け

る

釆
女
二
班
し
候
、
、
如
何
株
二
も
釆
女
存
分
次
第
一
一
可
仕
候
、
惣
而
辿
し
人
之
義
叫
文

無
之
候
ヘ
ハ
祖
而
内
之
者
と
し
て
出
入
巾
族
多
く
左
梯
無
之
為
｛
一
候
間
、
今
度
釆
女

江
迅
し
候
者
共
之
儀
如
伺
様
之
子
細
一
一
而
愁
之
候
と
年
寄
巾
よ
り
連
判
仕
釆
女
方
へ

可
相
渡
事
」

と
あ
る
の
は
徳
川
祠
期
に
於
て
奴
婢
制
度
の
休
裁
が
未
だ
痙
わ
な
い
敗
態
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
史
料
と
言
う
べ
く
、
対
馬
の
蚊
面
端
な
る
僻
地
に
送
ら
れ
ん
と
し
た
典
七

郎
な
る
奴
俣
の
一
家
が
其
の
隷
属
閃
係
の
不
明
確
な
る
こ
と
を
巾
し
立
て
て
旧
主
の
手

に
婦
さ
れ
た
こ
と
、
当
時
同
様
の
身
分
に
あ
る
「
述
し
人
」
と
使
川
者
と
の
間
に
起
る

紗
手
が
多
く
、
之
を
防
止
す
る
為
、
年
寄
中
迎
判
の
証
文
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。

以
上
の
史
料
に
よ
っ
て
も
既
に
奴
隷
的
身
分
の
人
々
が
骨
追
的
に
存
在
し
た
ら
し
い

こ
と
、
そ
の
基
碇
の
上
に
次
第
に
奴
婢
制
度
が
確
立
し
て
行
く
過
程
が
間
々
洞
察
出
来

る
と
ITI
心
う
。

翌
二
年
三
月
に
は
江
戸
に
登
ら
ん
と
す
る
日
十
川
新
左
術
門
な
る
武
士
に
対
し
て
従
者

と
し
て
四
人
の
男
子
、
共
の
外
二
人
の
女
子
が
与
え
ら
れ
て
居
る
が
、
此
処
に
は
泊
常

た
ら
ば
扶
持
を
与
ふ
る
か
或
は
臨
時
に
扉
傭
す
べ
き
人
足
或
は
下
級
の
従
者
（
本
文
に

は
六
人
の
人
名
の
上
に
「
早
川
長
左
衛
門
被
宜
」
と
註
記
し
て
あ
る
）
に
此
婚
の
人
人

を
苑
て
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
釘
馬
湘
士
が

Fl
常
正
当
な
給
与
を
以
て
家

臣
或
は
下
人
を
査
い
得
る
丈
け
の
作
緑
を
m位
て
届
ら
す
、
又
事
に
当
つ
て
人
を
屈
い
入

れ
る
丈
け
の
衰
力
も
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
叫
す
る
も
の
で
、
訂
島
紺
家
士
の
質
囚

は
奴
婢
闊
成
立
の
前
提
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

註
後
に
引
用
す
る
陶
山
訥
雁
の
「
仕
新
謀
」
に
も
「
野
馬
守
少
身
故
仙
方
二
逮
ひ
71
子
之
食
用

に
足
り
不
申
科
之
小
緑
の
侍
多
く
布
之
と
の
事
に
御
座
候
」
云
々
と
見
え
て
い
る
。

此
の
無
僚
の
休
侯
を
家
士
に
分
与
す
る
制
度
は
先
づ
軍
臣
或
は
近
臣
を
対
象
と
し
た

馬

に

人
ごカ

奴

評

と

被

官

-, 

右
は
質
島
兵
助
へ
披
戊
下

杉
村
仲

16 16 
人人

21
人

22
人

（
「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」

き 蔵

L 

も
の
ら
し
い
。

露
文
五
年
に
は
「
牢
人
者
御
近
閃
之
者
共
え
拝
領
被
仰
せ
付
」
る
ヽ
こ
ど
が
見
え
舷

て
IR
臣
の
間
に
多
数
の
犯
罪
者
或
は
緑
坐
の
者
が
割
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
元
文

六
年
四
H
-
F
l
百

四

十

六

人

が

分

与

さ

れ

た

の

は

そ

の

特

し

い

例

で

‘

`

大
涌
兵
左
術
門

古
川
図
害
，

平
田
豚
監
：
‘

以
下
お
び
た
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
叉
勁
役
巾
の
武
士
も
一
定
の
分
与
を
受
付
け
・

る
規
定
で
御
雙
翡
誓
た
一
人
苑
成
し
下
さ
れ
る
と
一
云
う
が
誓
誓
れ
で
あ
る
。

（
・
「
奴
婢
披
成
下
並
返
土
」
（
元
緑
十
一
年
條
）

宋
氏
の
領
地
肥
前
川
代
の
郡
佐
役
と
し
て
治
絨
を
挙
げ
た
賀
島
兵
助
も
帰
郷
後
功
を

買
せ
ら
れ
て
御
馬
廻
と
な
り
大
目
付
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
貞
亭
四
年
六
月
十
九
日
三
人
の

奴
俣
を
与
え
ら
れ
て
屈
る
。
．

齋
癖
刃
右
鉗
門
家
束

嘉

般
村
百
姓
鴨
左
萄
門
家
宋

仁

兵

術

齋
膝
列
右
衛
門
下
女

せ一
以
下
同
）

然
る
に
彼
は
其
の
職
に
届
る
こ
と
三
月
、
上
占
し
て
時
弊
三
十
二
條
を
挙
げ
憚
る
と

こ
ろ
な
か
っ
た
か
ら
貞
享
四
年
十
二
月
に
は
伊
奈
村
に
聞
流
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ



対

馬

にi

於

け

「
十
二
月
廿
四

H

る

奴

婢

と

被

官

朔
此
の
永
代
奴
栗
谷
庄
兵
衛
に
は
此
の
外
妻
と
四
歳
の
娘
と
が
あ
り
、
分
阻
さ
れ
て

仁
位
貞
之
允
な
る
武
士
の
手
に
加
し
た
こ
と
を
注
近
し
て
お
こ
う
。

以
上
の
賀
島
兵
助
、
印
森
芳
州
図
係
史
料
に
於
て
前
者
に
於
て
は
「
何
某
に
被
成

右
讃
商
之
依
科
尉
森
東
五
郊
へ
永
代
奴
一
一
被
下

l
y
 

同
~
妍

L— 

同

人

懺

悴

右
は
沢
田
益
廊
へ
祓
成
下

（
侯
婢
の
顔
麟
れ
は
29
頁
に
引
川
し
た
も
の
と
少
し
く
異
つ
て
い
る
。
）

叉
碩
学
臣
森
芳
訓
は
元
緑
二
年
木
下
順
廂
の
推
廊
に
よ
つ
て
宗
義
貞
に
仕
え
、
祁
二

百
爪
を
食
み
、
享
保
九
年
御
川
人
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
が
同
年
彼
は
密
貿
易
の
利
に
よ

つ
て
処
罰
さ
れ
た
三
人
の
奴
を
与
え
ら
れ
て
届
る
。

右
は
山
綺
岡
之
助
へ
被
成
下

右
は
内
山
奥
燥
へ
被
成
●

右
は
谷
川
桧
校
江
被
成
下

「
貞
享
五
戊
辰

＝万七
H

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

東
谷
庄
兵
術

下

女

せ
て
、

"j‘ 
ヵ
↓ 長

賀
島
兵
介
内
之
者
御
家
中
へ
被
成
下
候
而
―

-LE-―
謁
之

き 賎 .. ＂ハ2.白

勘

十

郎

!-

た
。
こ
＼
に
於
て
さ
き
に
彼
に
与
え
ら
れ
た
奴
俣
は
三
転
し
て
流
幽
の
疑
き
目
を
み
な

る
が
、

る。

奴

婢

と

被

官

下
」
と
謁
し
、
後
者
に
於
て
は
女
子
を
も
交
え
て
「
水
代
奴
」
と
称
せ
ら
れ
て
居
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
、
即
ち
兵
助
の
時
代
に
は
未
だ
「
奴
婢
」
の
称
号
は
用
い
ら
れ
て

届
ら
ず
、
親
在
の
管
II心
で
は
元
緑
十
五
年
二
月
に
至
つ
て
は
じ
め
て
「
永
代
奴
」
な
る

文
字
を
見
る
。
（
「
料
人
帳
」
元
誅
十
五
至
享
保
四
年
上
。
）
そ
の
以
前
は
「
成
し
下
さ
る
」

「
永
代
に
成
し
下
さ
る
」
或
は
「
永
代
家
来
に
成
し
下
さ
る
」
と
一
字
わ
れ
「
奴
」
の
称

号
は
此
の
頃
を
以
て
始
ま
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
9

次
に
「
婢
」
な
る
称
呼
の
詞
見
は
夏
に
年
二
年
の
後
正
稔
五
年
で
そ
れ
以
前
は
児
女

共

に

一

様

に

奴

と

称

せ

ら

れ

て

居

る

。

、

．

，

＇

即
ち
対
馬
の
奴
婢
閥
度
は
古
い
淵
源
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
「
奴
婢
」
な
る
名

称
が
川
い
ら
れ
た
の
は
正
岱
以
後
で
あ
り
、
夏
に
文
政
天
俣
の
頃
に
至
る
と
黛
下
男
、

懲
奴
的
の
用
語
が
川
い
ら
れ
る
船
良
多
の
仙
折
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ

法
祁
制
度
と
し
て
の
奴
婢
制
は
平
安
中
期
以
後
に
於
て
次
第
に
消
減
し
、
実
質
的
に

も
其
の
隷
属
住
は
淵
ら
い
で
行
く
と
共
に
そ
の
称
呼
も
一
般
的
で
は
な
く
な
る
の
で
あ

一
方
隷
農
の
一
形
態
と
し
て
披
官
な
も
の
が
脚
仁
前
後
か
ら
蜆
わ
れ
、
被
官
百

姓
が
今

H
に
迄
共
の
名
残
を
留
め
て
届
る
こ
と
は
周
知
の
珀
り
で
あ
る
。

併
し
封
島
の
被
官
制
度
の
遠
き
源
流
を
尋
ね
る
こ
と
は
現
在
十
分
な
史
料
を
利
用
し

碍
な
い
か
ら
一
応
考
察
の
外
に
置
く
こ
と
と
す
る
。

披
宜
は
そ
の
隷
臭
的
性
格
に
於
て
奴
婢
と
極
め
て
戟
近
閃
係
に
あ
る
。
前
揆
の
究
文

三
年
早
川
長
左
笥
門
に
与
え
ら
れ
た
男
女
は
そ
の
披
宜
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
籾

期
に
は
奴
婢
の
称
号
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
こ
の
事
実
上
の
奴
婢
は
直
ち
に

跛
行
に
転
換
さ
れ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。



於

｀

け

奴

被
官
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
左
の
元
緑
四
年
の
史
料
で
あ
る
。

「

志
多
賀
村
百
姓源

、

兵

衛

右
は
畑
島
伊
左
衛
門
被
官
一
一
被
仰
付
候
得
共
異
儀
を
巾
承
引
不
仕
候
一
一
付
、
記

令

被

仰

付

候

被

差

免

原

田

武

衛

門

へ

被

成

下

」

（
「
科
人
帳
」
延
毀
八
至
元
緑
十
一
年

此
の
史
料
は
成
し
下
さ
れ
る
人
物
が
被
官
と
さ
れ
た
一
例
で
あ
り
、
而
か
も
被
官
な

ろ
身
分
は
時
と
し
て
一
般
の
奴
侯
よ
り
も
劣
悪
な
も
の
で
あ
り
得
た
こ
と
、
且
つ
前
揺

の
宜
文
二
年
松
村
釆
女
内
之
者
与
七
郎
の
例
と
併
せ
て
、
少
く
も
此
の
国
迄
は
処
刑
者

の
異
議
巾
し
立
て
の
芳
干
が
許
容
さ
れ
た
こ
と
が
知
b
得
ら
れ
よ
う
。

息
う
に
奴
は
大
別
し
て
先
づ
府
内
奴
と
川
合
奴
と
の
二
つ
に
分
れ
る
が
就
中
川
合
奴

に
処
せ
ら
れ
る
者
は
大
部
分
罪
科
軽
か
ら
ざ
る
族
で
あ
り
、
流
刑
的
性
質
を
多
分
に
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
田
令
に
於
て
、
特
に
水
代
嬰
業
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
は
伺
人
も

苦
荊
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
嘩
咀
代
的
性
格
を
予
想
せ
ら
れ
る
被
官
な
る
も
の
が
敬

速
さ
れ
る
の
は
故
な
し
と
し
な
い
。
「
永
代
の
下
人
」
「
永
代
の
家
来
」
等
と
共
の
名
称

に
於
て
Ill
き
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
又
そ
れ
形
諮
代
、
被
皇
行
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
と

も
、
そ
の
非
人
間
的
栢
枯
を
負
う
こ
と
に
於
て
は
殆
ん
ど
変
ら
た
か
っ
た
も
の
と
息

う
。
次
の
二
例
（
「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」
、
一
）
は
此
の
間
の
消
息
を
践
わ
し
め
る
も

の
で
あ
る
。

夜
永
元
年
九
月
十
九

H

町
人
塩
津
長
九
郎
下
男
源
兵
術

長
右
術
門
奴
に
成
し
下
さ
れ
、

ac・

肝
坊
絣
五
郎
下
男
年
季
者

対

馬

に

る

長
兵
衛

は
同
じ
く
永
代
流
罪
の
柊
で
伊
奈
郊
琴
村

は
永
代
流
罪
の
格
で
伊
奈
郷
鹿
見
村
奉
役
農
川

由
T
-

．
と
+' 
被

官

上）

ー 、-→

,: 

’§ 

仲

，七" 八

ト

姐
役
財
部
加
右
衛
門
へ
．
永
代
家
来
に
成
し
下
さ
れ
て
居
る
。

両
者
共
処
罰
の
理

rhは
欠
落
で
あ
る
。

又
廷
賓
八
年
八
月
に
は
あ
ん
ま
及
び
其
の
妻
子
叉
同
届
者
を
も
加
え
て
八
十
人
に
及

ぶ

料

人

が

成

し

下

さ

れ

て

居

る

が

、

そ

の

後

害

に

は

．

’

「
右
醤
被
成
下
候
者
共
定
而
用
笠
巾
者
有
之
間
敷
と
被
息
召
候
得
共
、
科
人
之

一
家
す
な
を
一
一
も
帷
被
差
樅
候
故
、
何
茂
諮
代
之
家
来
一
一
被
成
下
候
、
廂
造
候
儀
無

用
二
候
と
の
御
事
」

と
記
さ
れ
て
居
る
。
こ
の
場
合
に
於
け
る
諮
代
も
亦
何
~
叫
の
慇
顧
と
優
遇
と
を
約
束

す
る
も
の
で
は
な
く
寧
ろ
無
殿
の
隷
属
を
症
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
待

の
生
活
條
件
が
劣
悪
で
あ
る
と
共
に
彼
母
の
素
質
も
劣
悪
で
、
こ
の
事
実
は
彼
婚
が
鮒

放
さ
れ
る
機
会
を
よ
り
少
く
し
た
で
あ
ろ
う
。

祐
川
巾
期
以
後
奴
糾
制
の
整
備
す
る
に
従
つ
て
此
の
身
分
に
属
す
る
人
人
が
漸
く
祉

会
に
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
る
と
彼
婚
と
一
般
奉
公
人
と
の
差
異
は
愈
大
稀
源
と
な
っ
て

行

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

'

間
、
、
，

元

仰

逍

兵

格

平

家

内

改

普

格
だ
衡
杷
宗
門
名
柚
兵
徊

右
ハ
盗
之
科
一
一
依
リ
去
乙
亥
年
一
二
月
伊
奈
瑯
志
多
留
村
給
人
古
籐
初
右
術
門

．
江
廿
ケ
年
切
奴
―
一
一
被
成
下
、
同
月
仲
皿
―
一
召
抱
齢
候
処
断
巾
出
候
二
付
残
年

数
平
川
箱
刀
江
被
成
下

仲

間

t

己
卯
五
月
廿
日
返
上
志
多
留
村
｛
儀

給
人
古
謀
卯
右
御
門
二
被
成
下

一四



対

馬

に

於

け

る

奴

婢

と

被

官

文
禄
炭
長
の
役
が
あ
る
。

共
の

Irnに
自
由
人
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
栄
異
が
存
し
た
こ
と
は
降
即
す
る
も
の
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
対
馬
に
於
け
ろ
年
季
奉
公
人
の
実
際
を
見
る
と
共
の
殆
ん
ど
全
部

は
十
年
契
約
で
あ
っ
て
、
而
か
も
そ
の
奉
公
期
間
中
に
欠
落
す
る
者
の
数
は
お
び
た
だ

し
い
も
の
が
あ
り
（
緒
話
に
引
用
し
た
「
告
新
録
」
参
照
）
其
の
日
常
生
活
は
奴
婢
の

生
活
と
大
菜
あ
っ
た
も
の
と
は
m心
わ
れ
な
い
。
．

か
く
考
え
来
れ
ば
奴
婢
と
被
官
と
の
巨
離
が
身
分
的
に
も
実
質
的
に
も
甚
だ
し
く
近

い
も
の
で
あ
り
、
特
に
被
官
が
同
じ
く
隷
監
の
範
応
に
入
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も

我
が
国
に
於
い
て
同
じ
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
一
般
の
そ
れ
よ
り
更
に
前
代
的
性
格
を
多

分
に
持
つ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
几
る
。

文

緑

慶

長

の

役

と

酎

馬

奴
婢
に
せ
よ
被
官
に
せ
よ
必
究
鉗
馬
に
於
て
は
そ
れ
が
伝
統
的
慣
習
的
所
産
で
あ
っ

て
、
襟
川
時
代
に
於
て
そ
の
前
代
以
来
の
述
読
と
再
生
と
が
見
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い

の
で
あ
る
が
、
特
に
前
者
の
様
な
特
殊
な
祉
会
制
度
が
固
定
す
る
こ
と
に
は
何
地
か
の

要
因
が
作
用
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

徳
川
時
代
の
語
制
度
、
恨
習
に
し
て
戦
国
、
織
豊
時
代
の
遺
南
を
直
接
継
承
し
た
も

の
は
枚
挙
に
辿
な
い
が
此
の
間
封
馬
の
低
会
に
対
し
て
至
大
の
影
鳴
を
与
え
た
も
の
に

「
朝
鮮
御
陣
文
禄
元
年
渡
海
御
供
付
]
な
る
写
本
に
よ
る
と
文
緑
の
役
に
参
加
し
た

奴
変
じ
て
仲
間
と
な
り
仲
皿
変
じ
て
奴
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

右
ハ
去
癸
西
年
博
突
之
利
に
依
り
十
ケ
年
切
奴
申
付
候
処
、
仲
皿
差
支
候
付
同

年
仲
間
―
一
召
抱
、
此
節
断

lti出
差
免
二
付
残
年
数
仁
位
格
兵
衛
二
被
成
下
」

文
化
十
五
年
條
）

（
「
拝
領
奴
婢
郷
分
」
上

註＇
う
。

に

五

対
馬
姫
士
は
立
石
党
以
下
二
十
党
、
二
千
四
十
八
人
で
此
の
外
御
弓
鉄
砲
足
軽
、
小
祁

（注）

の
武
士
仲
間
の
外
無
足
平
町
人
迄
無
数
の
人
員
が
載
斗
に
加
わ
っ
た
。
諸
饗
に
文
緑
役

の
始
に
当
っ
て
釜
山
に
上
陸
し
た
奈
家
の
兵
力
五
千
と
記
さ
れ
る
の
は
蓋
し
当
を
得
た

も
の
と
IU
心
う
。

註
同
富
の
二
十
煎
の
内
訳
を
出
し
た
後
に
次
の
如
く
見
え
る
。

合
人
数
二
千
四
拾
八
人
。

右
御
人
数
之
内
諾
図
よ
り
入
束
も
在
之
由
に
御
座
侯
゜

一
御
弓
殴
砲
足
轄
百
五
拾
人
但
小
知
行
尺
寸
之
小
給
人
共
゜

一
御
仲
間
百
七
拾
人
但
府
内
味
方
村
岸
豆
酸
之
内
吹
崎
村
一
二
根
郷
井
富
ケ
哺
之
者
迄
士
中
百

一
人
無
足
平
町
人
廊
己
。

右
ハ
拾
六
歳
よ
り
五
拾
参
歳
之
者
迄
御
膠
之
由
御
座
候
。

後
に
引
川
す
る
農
綺
郷
幾
村
洲
河
氏
蔵
の
「
郡
中
人
付
」
な
る
文
書
に
は
そ
の
巻
酋

「
朝
鮮
御
陣
之
糊
、
豊
綺
郡
代
役
亀
展
主
馬
之
佐
と
巾
す
人
、
郡
巾
之
人
付
け
を
成

さ
れ
、
那
中
の
御
百
姓
・
御
巾
間
股
崎
郡
の
給
人
の
ひ
く
わ
ん
こ
と
ご
と
く
き
わ
め

．
御
付
け
立
て
成
さ
れ
候
」

と
あ
る
如
く
先
づ
全
島
に
一
且
つ
て
動
員
し
得
る
男
子
の
調
査
が
行
わ
れ
た
ら
し
く
第

二
陣
と
し
て
更
に
五
千
の
兵
力
が
投
入
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
判
馬
の
人
11
は

三
万
一
手
と
云
わ
れ
る
か
ら
伝
え
ら
れ
る
如
く
、
五
十
三
砒
乃
至
十
六
オ
の
男
子
に
留

ら
す
或
は
更
に
老
若
な
る
者
も
戴
闘
或
は
後
万
の
維
役
の
為
に
狩
り
出
さ
れ
た
で
あ
ろ

「
禅
島
紀
略
」
に

r
今
年
苓
候
慮
郷
村
の
人
数
壼
萬
五
千
九
百
廿
五
人
、
内
男
子
廿
歳
以
上

な
腐
以
下
逹
者
な
る
者
大
方
三
千
七
百
五
拾
人
奎
蹂
」
と
あ
る
の
は
元
緑
十
二
年
頃
の
こ

と
で
あ
る
が
、
朝
鮮
役
に
於
て
如
何
に
全
人
口
に
比
し
て
多
数
の
人
間
が
励
員
さ
れ
た
か
を

知
る
こ
と
ぶ
出
来
る
。
盲
'
,
、



其
の
外
対
州
滞
か
ら
渡
鮮
の
諸
府
に
配
属
さ
れ
た
通
詞
の
数
の
み
で
も
相
当
の
数
に

上
る
。
即
ち
宗
義
智
自
身
が
十
数
人
の
通
詞
を
細
し
て
居
る
外
石
田
三
成
に
石
田
伊
兵

衛
、
阿
比
留
庄
右
衛
門
、
帥
宮
助
治
郎
、
扇
批
兵
衛
及
び
朴
通
詞
（
当
時
鉗
馬
の
抽
谷

治
右
衛
門
の
も
と
に
在
っ
た
五
人
の
朝
鮮
通
詞
の
一
人
）
の
五
人
の
通
詞
が
提
供
さ
れ

た
の
を
筆
頭
に
凡
そ
三
十
四
人
の
諸
豚
に
最
少
限
ー
ニ
名
宛
の
通
詞
が
配
分
せ
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
島
巾
鮮
語
を
解
す
る
者
の
大
部
分
が
渡
鮮
し
た
で
あ
ろ
う

し
、
一
方
膝
卒
の
去
来
に
よ
つ
て
全
島
は
め
ざ
ま
し
い
活
況
を
呈
し
た
に
相
速
な
い
。

併
し
な
が
ら
封
馬
は
こ
の
戦
役
に
よ
つ
て
大
い
な
る
利
益
を
得
る
と
共
に
大
い
な
る

損
失
を
も
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
，
．
即
ち
多
数
の
人
員
が
戦
闘
に

参
加
す
る
こ
と
は
多
数
の
人
員
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
其
等
の
人
に
よ
つ
て

か
つ
て
は
生
産
が
維
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
先
づ
そ
の
打
撃
は
農
漁
村
に
於

て
最
も
著
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

古
川
図
書
の
藩
主
義
功
に
奉
っ
た
（
実
際
は
雨
森
芳
洲
門
下
の
高
足
、
満
山
右
内
の

筆
に
な
る
と
称
せ
ら
れ
る
）
「
御
笑
草
草
稿
之
写
」
が
．
，

「
朝
鮮
御
陣
御
供
仕
り
候
御
家
中
忠
死
戦
功
之
人
数
多
く
之
有
り
、
御
加
増
或
は
新

緑
成
し
下
さ
れ
度

<
m心
し
召
さ
れ
候
而
も
郷
村
之
御
内
成
し
下
さ
る
べ
き
地
方
も
之

無
く
、
，
追
つ
而
揚
地
之
在
る
節
成
し
下
さ
る
可
し
と
の
御
約
束
q

而
御
済
し
置
か
れ

候
程
之
不
自
由
な
る
御
事
に
而
御
座
有
り
た
る
由
」
．
．
‘

．． 
‘
.
.
 

と
一
云
う
如
く
家
臣
に
対
す
る
論
功
行
賞
が
そ
の
創
痰
を
挺
す
に
足
り
な
か
っ
た
と
し

た
な
ら
ば
、
戦
後
に
取
残
さ
れ
た
腺
寡
孤
独
が
路
頭
に
迷
う
．
こ
と
は
当
然
の
帰
趨
と
一
k

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
加
う
る
に
従
来
歳
逍
船
に
よ
る
公
的
貿
易
の
外
私
的
に
も
因
緑

浅
く
な
か
っ
た
朝
鮮
と
の
交
渉
が
杜
絶
し
た
こ
，
と
は
そ
の
窮
乏
を
決
定
的
な
も
の
に
し

た
で
あ
ろ
う
。

更
●
無
足J
町
人
、
農
民
等
の
無
名
戦
士
の
家
族
~
＇
無
力
の
細
民
の
中
に
飢
磯
に
瀕

対

馬

に

於

け

る

奴

婢

と

・

被

官

す
る
者
を
生
す
る
の
は
当
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
事
実
を
哀
書
き
す
る
も
の
に
前
掲
の
「
郡
中
人
附
」
が
あ
る
°
此
の
文
書
は
文

藤
炭
長
役
の
為
の
人
口
調
査
に
関
述
し
て
豊
崎
郷
に
於
け
る
最
も
有
力
な
る
瑯
侍
た
る

洲
河
氏
が
戦
後
に
於
い
て
そ
の
傘
下
に
在
る
人
々
の
動
箭
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
~

戦
後
の
農
村
生
活
の
事
態
が
躍
如
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
居
る
。

即
ち
先
の
引
用
文
に
続
い
て

陣`

．．． 

・
「
朝
鮮
御
ち
ん
ひ
け
申
し
候
間
、
其
の
巳
後
村
之
者
共
身
上
罷
り
成
ら
ざ
る
者
共
、

我
等
か
L

へ

置

き

村

々

へ

仕

付

け

巾

す

者

棠

え

」

・

マ

，
と
前
書
が
あ
り
、
以
下
次
の
如
き
記
述
が
あ
る
。
：
・

A
一
わ
に
の
浦
叉
三
郎
と
申
者
我
等
方
へ
六
年
か
，
4

へ
置
、
手
前
少
出
来
候
故
わ
に
の

”
 

,
'
う
ら
に
な
を
し
、
｀
其
子
供
消
兵
衛
、
浙
右
衛
門
と
申
者
唯
含
一
か
と
に
立
て
申
さ

[中
,0

ぐ、

．．
 
；
．
 

B
一
と
え
村
久
助
と
申
す
者
諧
州
様
御
草
履
取
に
て
候
を
其
内
に
た
う
さ
う
を
わ
つ
ら

・
い
御
い
と
ま
被
下
候
を
請
取
ひ
ぐ
わ
ん
0
や
く
そ
く
仕
た
う
さ
う
の
槃
共
の
外
養

生
仕
り
へ
さ
か
し
く
罷
成
候
故
十
八
年
抽
予
や
し
な
い
置
候
、
彼
者
之
儀
は
数
代

の
松
役
人
に
て
御
座
候
間
く
や
ぐ
人
ー
一
仕
付
け
巾
じ
置
き
候
°
唯
今
其
の
子
久
二

郎
と
申
す
者
0

而
御
座
候
°
・

C
一
同
村
九
之
助
と
申
者
ち
4
は
L
に
十
ニ
ノ
と
し
は
な
れ
申
し
候
を
我
等
た
よ
り
の

者
に
て
候
故
、
拙
子
所
＿
一
而
十
五
年
や
じ
な
い
立
家
な
と
も
こ
し
ら
へ
唯
今
松
役

・
人
＿
一
取
立
置
候
0

,

D
-
．
同
村
久
七
と
申
者
拙
子
処

-
l

十
五
年
抱
置
や
し
た
い
立
巾
候
。
共
内
―
一
子
供
二
人

.
,
．
御
座
候
o

,

．

、
．
そ
う
ウ
ゃ
う
＾
拙
子
召
造
申
様
ー
一
巾
定
、
＇
，
を
と
人
．
の
儀
〈
ほ

4
に
付
置
拙
子
処
―
-

而
成
人
仕
、
．
，
御
松
役
人
』
q'

取
立
可
巾
ょ
●
巾
き
か
を
置
候
°
此
委
細
は
つ
や
村
西

J

--L・
ノ‘



対

馬

に
3

於

一
一
も
つ
け
不
，
巾

此
八
十
郎
唯
今
巾
皿
帳
を
作
候
故
御
巾
間
と
巾
な
し
候
。
」

る
．．
 

奴

婢

け

と

被
E

官

光
寺
能
＝
被
存
候
。

E
一
同
村
源
左
術
門
と
巾
者
子
共
無
之
故
拙
子
ひ
く
わ
ん
の
子
を
賽
子
ー
一
望
巾
故
源
左

術
門
―
二
宇
入
仕
付
巾
唯
今
善
左
術
門
と
巾
候
而
松
役
人
一
一
而
御
座
候
。

F
一
い
つ
ミ
油
叉
助
と
巾
者
公
役
不
罷
成
候
而
拙
子
処
え
帆
入
三
年
や
し
な
い
巾
、
共

内
二
仰
城
上
り
人
足
三
宅
人
被
仰
付
候
時
彼
者
を
指
上
御
台
所
ラ
入
巾
候
。

G
一
同
村
涼
左
衛
門
と
巾
者
代
た
拙
子
ひ
、
く
わ
ん
に
て
御
座
候
へ
共
讃
州
様
御
郡
代
之

時
出
入
御
座
候
故
拙
子
―
一
御
言
分
被
仰
付
候
故
御
公
役
人
『
ク
ロ
置
候
°
讃
州
様
其

時
被
仰
右
之
人
―
―
こ
と
か
き
巾
時
は
何
時
も
御
那
の
裁
を
見
合
候
て
可
被
下
由
被

。

仰
付
候

H
一
あ
じ
ろ
村
善
七
郎
と
巾
者
御
松
役
不
罷
成
候
而
拙
子
八
年
や
し
な
い
巾
処
―
一
内
野

□口
代
二
府
内
え
平
使
一
一
指
上
を
か
る
＼

rh-一
御
庫
候
故
、

彼
普
七
郎
可
然
と

存
、
府

rlT
卒
使
役
デ
上
せ
巾
候
°
而
子
供
余
多
御
座
候
。
兵
庫
殿
召
地
坦
被
成
候
者

共
ハ
上
よ
り
方
々
へ
被
追
候
°
唯
今
長
右
衛
門
殿
御
拝
領
庄
七
と
巾
者
下
欠

I
一
わ
に
の
補
八
十
郎
と
巾
者
拙
子
父
之
代
よ
り
ひ
く
わ
ん
に
而
候
彼
者
を
う
ぢ
こ
も

だ
右
衛
門
佐
と
巾
者
q

而
御
座
候
°
根
本
御
陣
之
節
さ
す
な
村
之
者
に
て
か
の
右

毀

衛
門
佐
あ
や
ま
り
御
座
候
―
一
付
、
奏
佐
須
奈
村
を
出
立
拙
子
を
や
を
輯
み
末
代
の
ひ

く
わ
ん
の
約
束
仕
わ
に
の
捕
に
仕
付
薗
御
公
領
之
口
前
御
座
侯
故
、
矢
槌
之
内
之

畠
を
仕
付
ひ
く
わ
ん
に
立
置
候
:
」

彼
衛
門
佐
儀
〈
拙
子
ひ
く
わ
ん
二
而
御
幽
侯
故
拙
子
ひ
く
わ
ん
帳
に
付
留
、
則
朝

鮮
御
郎
―
一
街
門
助
を
召
つ
れ
朝
鮮
―
一
而
死
去
巾
候
。
共
子
供
之
儀
は
拙
子
JJ
ロ
叫
叫
巾

候
°
共
子
八
十
郎
と
巾
者
拙
子
召
逍
可
巾
候
由
巾
候
得
は
拙
子
に
被
逍
巾
間
敷
由

巾
候
故
先
年
内
野
吉
之
允
深
見
源
右
衛
門
殴
中
間
御
改
一
二
御
下
之
時
も
御
中
間
帳

註
こ
。？
 

--, 

の
と
ハ

七

以
上
を
以
て
本
稿
に
必
要
た
部
分
は
終
る
の
で
あ
が
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
演
繹
的
に

で
は
あ
る
が
征
怜
役
後
の
農
村
の
朕
態
と
、
且
つ
被
官
な
る
も
の
が
如
何
な
る
條
件
の

も
と
に
発
生
す
る
か
を
略
々
推
測
し
得
ら
れ
る
。
＊
ヽ

此
処
に
与
え
ら
れ
た
材
料
に
拠
る
た
ら
ば
被
官
と
な
る
も
の
は
疾
病
の
為
に
糊
口
の

道
を
失
っ
た
者
(

B

)

公
役
を
出
し
得
な
い
者
(

F

)

過
失
に
よ
る
出
奔
者
(

I

)

等

で
あ
り
そ
れ
は
約
束
に
よ
つ
て
成
立
す
る
主
従
関
係
に
よ
つ
て
洲
河
氏
と
結
び
付
け
ら

れ

た

こ

と

が

判

る

。

．

，

＇

，

更
に
此
知
の
顔
落
者
逹
の
境
遇
に
は
後
冊
の
奴
婢
的
な
る
要
素
が
師
に
認
め
ら
れ

急
郡
代
讃
岐
守
（
立
石
党
宗
嗅
nn
岐
守
祁
順
か
）
は
洲
河
氏
の
被
官
の
一
人
に
関
し
て

「
右
之
人
に
事
欠
き
巾
す
時
は
何
時
も
御
郡
の
者
を
見
合
わ
せ
候
て
下
さ
る
可
き
由
仰

せ
付
け
」
た
と
称
せ
ら
れ

(
G
)
、
叉
洲
河
氏
に
よ
つ
て
扶
脊
せ
ら
れ
後
に
府
内
の
背
十

使
と
し
て
貢
上
せ
ら
れ
た
網
代
村
善
七
郎
な
る
者
の
子
供
~
咄
は
そ
の
主
君
た
る
兵
附
殴

な
る
人
に
よ
つ
て
方
た
へ
造
さ
れ
臣
下
よ
つ
て
拝
領
さ
れ
て
届
る
の
で
あ
る
。

(
H
)

対
馬
藩
の
奴
婢
制
度
の
先
業
は
既
に
此
処
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
徳
川
時
代
に
於

け
る
奴
婢
制
度
は
こ
の
伝
統
の
甚
礎
の
上
に
立
つ
て
こ
れ
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
っ

註一『

洲
河
氏
は
文
緑
炭
長
役
に
於
て
柳
川
党
に
属
し
、
そ
の
一
挨
五
郎
左
衛
門
以
下
源
太
左
衛

門
、
源
四
郎
等
が
従
軍
し
て
居
り
そ
の
鷹
下
に
在
る
一
挨
郎
党
等
も
少
く
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

武
士
と
共
の
奴
僕
と
の
主
従
関
係
は
更
に
湖
つ
て
考
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
其
の

一
例
と
し
て
同
じ
く
洲
河
氏
文
虫
口
の
中
か
ら
関
係
深
い
も
の
二
通
を
掲
げ
る
。

欠

訂右
く
そ
く
六
り
や
う
．

一
か
け
.
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新
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兵
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下
女
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さ
し
か
た
な

か
た
な
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一や
り

「
し
」
か
〕

＇
四
は
ね

三
ほ
ん

ニ
し
や
く
一
寸
．
ー
・

一
具
二
し
や
く
六
寸
、

＾

き

か

た

な

一

具

た
ち
〈
き
さ
し
，
•
一
具
．

い

ぬ

始
〈
末
代
之
者

八

ヽ
9

-

ー

．
勢
二
郎
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禰

五

郎
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と
さ
ま
の
人
数

以
上
如
此
，
；

天
正
十
一
年
六
月
八
日

梁
川
彦
五
郎

ゆ
つ
り
わ
た
し
候

満

花

押

新
左
術
門
尉

源
兵
衛

太
郎
左
衛
門

普
左
衛
門
．

文
次
郎
．

つ
か
ひ
も
の
た
う
具
の
事
、

-
．
と
き
一
そ
く
三
ツ
入
一
お
し
き
．
＿
．
束
牛

、
e
‘
•

口
い
も
の
さ
ら
：
二
そ
く

一
ふ
ち
か
け
の
さ
ら
一
今
そ
く

一
、
そ
く

一
そ
く

．

9-
た
ま
す
さ
ら

ひ
き
も
の
さ
ら

一
人
・
一
島
さ
い
し
ん
ほ
ぬ

な
き
な
た

一
ゑ
た

く
わ
し
ほ
ん
I

き
の
さ
ら

上
以．

 

天
正
十
年
九
月
五
日

――’'． ＇ 

—-~、一＇‘'一

券

壱
ふ
り
"
‘

弓
五
は
平
欠
「
り
」
か
〕

か
ふ
と

一
弓
こ
て
：
．．．． 

な
°
佐
雫
下
欠
、

一っ

対

馬

に

於

け

t

る

奴

碑

｀

と

被

．． 

官

と
さ
ま
の
人
数

.

,

1

ツ’.-．

‘
、
'
]
そ
v
:
‘
,

1

束
半

，

大

瀧

下

野

守

、
口
賢
治
．
花
押
，

康

善
左
衛
門

叉
次
郎

八

'--

か
い
し
ゅ



対

馬

に

於

け

山
間
僻
地
に
前
代
の
逍
肉
逍
制
が
残
存
す
る
こ
と
は
常
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
封
馬
に
於
て
は
そ
の
蛾
理
的
立
池
條
件
に
碁
づ
く
古
代
以
来
の
乏
し
い
人

n
扶
蓑

力
が
常
に
そ
の
社
会
生
活
を
規
定
し
て
居
る
。

こ
の
不
毛
の
山
島
に
於
い
て
営
ま
れ
た
貧
し
い
生
活
は
、
倭
人
伝
が
「
封
馬
千
余
戸

有
b
°
良
田
無
し
°
海
物
を
食
い
て
自
活
し
、
船
に
乗
じ
て
南
北
に
市
耀
す
」
と
称
し

て
以
来
そ
の
本
質
に
於
て
大
な
る
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
今
も
棗
落
の
規
模
は
極
め

て
小
さ
い
も
の
で
あ
り
「
木
庭
逝
」
な
る
掠
奪
農
業
は
全
島
到
る
処
に
於
て
之
を
見
る

と
と
が
出
来
る
。
士
地
を
椴
限
さ
れ
た
島
嶼
の
巾
に
在
つ
て
、
Nn

早
純
な
生
産
の
繰
返
し

さ
え
も
期
待
し
得
な
い
農
業
が
行
は
れ
て
居
る
こ
と
は
対
馬
の
担
つ
て
来
た
運
命
を
よ

＜
象
徴
し
て
居
る
。

討
馬
の
食
に
乏
し
く
常
に
島
外
か
ら
之
を
喩
入
し
て
居
た
こ
と
は
例
を
挙
げ
る
迄
も

ろ
う
。

結

五ロ―――
-a 

る

奴

碑

と

被

官

こ
の
譲
瓶
の
形
式
を
持
つ
二
那
の
文
書
は
対
馬
に
於
け
る
奴
僕
の
瓶
史
が
更
に
過
去

に
向
つ
て
辿
り
得
ら
れ
る
希
望
を
我
等
に
与
え
る
。

文
中
の
小
者
ー
そ
の
或
る
者
は
末
代
の
者
と
呼
ば
れ
る
ー
外
様
と
称
せ
ら
れ
る
も
の

の
境
涯
は
被
官
奴
婢
と
共
に
不
自
由
性
の
最
低
の
段
附
に
近
く
位
す
る
も
の
で
あ
っ
た

封
建
祉
会
に
於
て
武
士
の
所
帯
所
従
が
斯
く
の
如
き
姿
に
於
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は

異
と
す
る
に
足
ら
ぬ
か
も
し
れ
た
い
が
御
器
、
皿
、
盆
等
と
共
に
五
人
の
外
細
が
投
受

さ
れ
る
こ
と
は
此
等
の
人
女
の
本
質
を
新
た
に
我
人
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

調

濶

花

押

」

澁
川
善
五
郎

九

た
＜
掬
山
訥
庵
が
俯
玄
方
の
「
本
州
人
食
を
朝
鮮
に
仰
ぐ
、
身
此
に
在
り
と
雖
も
義
彼

の
民
と
同
じ
」
と
言
え
る
に
廊
じ
、
生
郎
朝
鮮
の
粟
を
食
ま
す
、
麦
仮
菜
食
し
た
こ
と

は
人
口
に
胎
灸
し
て
居
る
が
当
時
出
庵
な
ら
す
と
雖
も
釘
島
樅
士
は
麦
板
菜
食
を
免
れ

た
か
っ
た
。
出
庵
が
享
保
八
年
上
っ
た
「
告
新
録
」
に
よ
る
と
対
州
の
衛
米
僅
か
に
千

五
百
石
の
出
来
翡
で
あ
る
か
ら

「
餅
方
之
狐
蹄
成
り
難
き
時
節
は
府
巾
之
侍
米
を
食
す
る
は
少
＜
候
而
、
多
く
は
麦

を
食
し
候
杭
り
と
相
見
へ
、
府
中
二
而
も
末
た
之
者
ハ
雑
毅
え
印
菜
を
和
シ
候
而
食

用
を
足
し
可
111候
」

生
産
さ
れ
る
故
物
の
不
足
は
「
妻
子
之
食
JtJ
に
足
り
巾
さ
ざ
る
程
之
小
緑
之
持
多

く
」
な
る
結
県
と
な
り
此
の
点
の
み
か
ら
培
え
て
も
此
溶
の
武
士
は
尋
常
の
手
段
を
以

て
し
て
は
奴
俣
を
扶
養
す
る
こ
と
は
難
く
、
そ
の
根
源
に
遡
る
時
棺
に
土
地
と
人
口
と

の
均
衡
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

特
に
対
馬
消
士
の
比
平
は
他
の
人
口
に
対
し
て
そ
の
数
極
め
て
多
く
明
活
十
九
年
の

調
査
に
よ
れ
ば
平
民
四
一
七
七
戸
（
男
子
九
六
二
五
人
）
に
対
し
士
族
は
二
七
六
二
戸

（
男
子
六
九
八

0
人
）
で
あ
っ
た
。
（
対
馬
島
誌
）
大
酪
平
民
三
対
士
族
二
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
平
民
の
巾
に
は
商
工
附
級
を
含
み
士
族
の
中
に
は
農
村
に
於
て
農
業
生
術
の

上
に
電
栗
な
位
置
を
占
め
る
在
郷
武
士

j
田
合
給
人
が
含
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
に

せ
よ
消
党
散
汲
の
過
当
な

iR
圧
が
生
充
隋
級
の
上
に
か
け
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
自
明
で

あ
り
、
此
の
特
殊
な
硯
象
が
得
川
期
の
対
馬
に
於
て
奴
碑
な
る
も
の
を
制
度
化
せ
し
め

る
主
要
な
原
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
査
の
為
に
は
先
づ
労
働
力
を
要
す
る
。
而
か
も
か
く
の
如
き
北
n
景
の
も
と
に
在
つ

て
潤
沢
な
労
働
力
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
且
つ
労
働
の
対
絞
た
る
上
地
は
小
祈

交
り
の
不
毛
な
る
も
の
茄
大
部
で
あ
る
時
、
勢
い
労
働
力
の
浪
花
は
不
可
避
と
な
り
前

と
あ
る
。



延

宜

五

年

天

和

元

年

二
万
九
千
九
百
四
十
余
人

二
万
九
千
六
百
七
十
九
人

宜

文

五

年

ぽ
屁
に
四
五
十
年
以
前
（
萬
治
認
文
に
当
る
）
か
ら

代
以
来
の
賦
役
労
働
に
対
す
る
依
存
の
度
が
翡
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
一
亨
工
わ

｀
ね
ば
な
ら
ぬ
。

，
要
す
る
に
特
殊
た
労
拗
力
不
足
の
現
家
が
特
し
く
前
代
的
な
性
格
を
持
つ
謡
制
度
の

哀
付
け
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
告
新
録
」
は
宜
水
の
頃
創
設
さ
れ

た
紙
人
吟
味
役
に
任
ぜ
ら
れ
た
仰
山
訓
陥
が
他
国
か
ら
封
島
に
泣
入
し
た
人
口
の
う
ち

五
千
人
を
本
七
に
警
逗
し
た
径
綺
を
中
心
に
そ
の
人
口
政
策
を
詳
辿
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
此
の
他
領
人
口
の
封
吃
翼
人
の
主
因
は
萬
冶
立
文
以
来
の
各
斯
肝
に
耳
つ
て
見
ら

れ
る
労
侃
の
霊
要
に
抜
く
も
の
ら
し
い
。

.
例
え
ば
悔
国
で
あ
り
な
が
ち
釘
灼
は
信
使
来
聘
に
当
つ
て
他
国
水
犬
を
肝
入
れ
た
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
殆
ん
ど
人
身
売
買
を
lTT
心
は
せ
る
様
な
上
方
抱
え
の
年
季
者

（
そ
の
多
く
は
京
都
出
身
と
称
せ
ら
れ
年
季
を
十
年
と
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
閃

係
記
鉱
は
対
馬
の
到
る
処
に
散
見
す
る
）
の
多
く
が
年
季
を
終
っ
た
後
も
討
島
に
留
つ

た
こ
と
は
衰
永
度
の
「
人
辺
し
」
政
策
の
述
囚
を
為
す
も
の
で
、

「
不
肪
手
な
る
家
一
一
は
上
方
よ
り
下
人
を
抱
下
し
候
而
日
屈
二
出
し
腕
手
之
助
―
i

仕
」

メ
る
も
の
さ
え
も
あ
っ
た
。

そ
れ
程
の
人
口
が
本
土
か
ら
渡
来
し
た
に
も
閃
ら
す
狙
労
拗
力
が
不
足
し
た
こ
と
は

先
づ
人
日
の
倅
蔀
に
共
の
第
一
の
理

rll
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
°
今
「
沖
島
記
略
」
「
封

馬
島
誌
」
に
よ
つ
て
柏
川
時
代
の
且
馬
の
人
口
を
概
観
す
る
と
次
の
如
く
な
る
。

廊

治

元

年

二

万

二

百

七

十

二

人

二
Jj
三
千
九
百
人

対

馬

に

於

け

る

奴

婢

と

被

官

「
告
新
録
」
に
よ
れ

註 --
文

化

六

年

天
保

此
の
人
口
の
誓
が
先
づ
間
引
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
ば
刊
放
農
業
と
間
引
と

誓
m
に
相
作
っ
て
坦
れ
る
こ
と
か
ら
も
い
推
さ
れ
る
し
、
「
告
妍
鉱
」
の
設
間
に

「
公
儀
之
御
制
禁
を
北
lj

キ
生
子
を
愈
n
仕
皿
敷
と
巾
侯
者
も
有
之
、
定
数
之
面
之
内

一
一
成
リ
候
者
共
も
次
男
以
下
ハ
面
を
立
不
得
候
二
付
次
男
以
ド
之
生
子
を
投
宥
仕
間

敷
と
巾
者
有
之
由
」
去
k

と
言
っ
て
屈
る
の
は
語
る
に
落
つ
る
も
の
で
あ
り
、
疫
長
四
年
の
義
智
の
緊
制
に

国
中
一
一
お
ぬ
て
男
子
―
一
か
ぎ
ら
す
子
を
こ
ろ
す
ま
じ
き
恵
」
と
見
え
る
の
を
閲

め
と
し
て
宣
文
七
年
に
設
け
ら
れ
た
生
子
麦
の
制
度
乍
ば
四
れ
も
噸
実
を
反
映
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

生
子
変
と
は
宗
義
低
助
代
に
飢
設
さ
れ
た
生
児
奨
励
の
法
で
叩
抽
文
七
年
よ
り
天
和
一
＝
年
ま
で

は
次
子
よ
り
末
子
ま
で
生
後
三
年
間
年
額
一
俵
を
給
し
、
天
和
一
-
]
年
よ
り
初
め
一
ケ
年
麦
i

i

俵
を
給
す
る
こ
と
に
改
め
た
。

第
二
に
極
度
に
劣
悪
な
労
働
條
件
が
人
口
の
倅
滞
よ
り
も
更
に
深
瑚
な
影
徳
を
及
ぼ

し
た
と
芳
え
ら
れ
る
。
先
づ
そ
れ
は
労
働
生
荏
の
江
欲
を
減
殺
し
た
。

自
国
の
者
の
二
男
三
男
が
生
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
口
が
培
加
す
る
上
に
、
外
来
土

沿
者
の
子
供
も
亦
増
加
す
る
、
し
か
も
狛
為
政
者
は

「
在
附
候
者
共
も
封
州
末
々
之
者
子
共
を
人
に
追
わ
れ
二
出
し
候
事
を
線
ひ
候
風
俗

に
化
し
、
共
子
共
を
人
二
述
わ
せ
候
琳
甚
少
」

き
こ
と
を
峡
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
人
も
自
己
の
子
弟
が
限
前
に
陥
使
さ

れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
態
斯
く
の
如
く
、
在
附
者
が
漸
次
埒
加
す

る
に
も
閃
ら
す
彼
的
は
何
れ
も
自
立
し
て
生
活
せ
ん
と
し
た
か
ら
、
そ
の
平
皿
要
を
笥
た

元
緑
十
二
年

二
万
六
千
八
百
五
十
二
人

ニ
ガ
六
千
六
百
余
人

Jj
二
千
六
十
三
人

四

0



す
為
に
「
十
年
切
の
抱
え
者
」
が
絶
え
中
入
国
す
る
結
果
と
な
つ
て

「
天
和
七
年
に
は
他
国
生
之
人
高
七
千
九
百
七
十
六
人
と
相
見
へ
其
の
内
六
千
廿
二

人
（
府
中
ー
一
居
候
他
国
人
之
高
二
而
御
座
候
」

と
言
は
れ
る
有
様
と
な
り
、
当
時
府
中
の
人
ロ
一
万
四
千
七
百
七
十
二
人
と
称
せ
ら

れ
る
か
ら
厳
原
の
人
口
の
殆
ん
ど
半
ば
は
他
国
人
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
る
結
果
を
招
来

し
た
。
'

而
か
も
此
等
の
抱
え
者
は
主
人
え
の
勤
め
疎
略
な
る
者
多
く
欠
落
特
に
集
団
的
欠
落

が
続
出
し
た
こ
と
は
奴
婢
関
係
の
史
料
に
殊
に
多
く
見
ら
れ
る
が
「
告
新
録
」
に
賓
永

四
年
即
ち
旅
人
吟
味
役
設
立
の
翌
年
よ
り
賓
永
三
年
迄
の
欠
落
者
の
数
を
挙
げ
て
居
る

か
ら
次
に
掲
げ
る
。
』

墨
四
年

．
．
 

65
人

同

五

年

．．
 

59
人

．，
 

同
六
年
．
．

9

．
．
 
2
人

．

同

七

年

．

9

6

3
人

.

8
人
．

正

徳

元

年

4
 

‘.1 

.
，
元
禄
十
五
年

1
人

.
,
5
3
人
・
、

同
＋
六
年
，

~
・
竹
人

賓

永

元

年

同

．

二

年

948
人

"
-
7
 

．
同
・
―
-
正
,

3

人

但
し
右
の
統
計
も
「
公
儀
御
役
人
様
よ
り
他

H
御
龍
問
一
ー
及
び
候
」
時
の
返
答
と
し

て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
果
し
て
実
際
の
数
字
か
否
か
は
更
に
吟
味
を
要
す
る

が
相
当
数
の
逃
亡
者
が
続
出
し
た
こ
と
は
前
説
の
如
く
明
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
は
何
れ
も
労
働
力
の
浪
費
ー
非
能
率
的
労
働
を
予
想
せ
し
め
る
も
の
の

被

官

対

馬

に

於

け

る

奴d
'
 

卑

と

女

み
で
あ
る
が
そ
の
重
要
な
る
原
因
と
な
っ
た
も
の
に
鼈
立
の
制
限
が
あ
る
。

封
馬
の
牧
容
し
得
る
人
口
に
は
限
界
が
あ
る
。
少
な
き
食
精
を
以
て
多
数
の
人
口
を

維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
此
処
に
一
戸
を
創
立
し
て
其
の
正
規
の
定
員
と
な

る
こ
と
、
瑚
立
の
制
限
が
生
す
る
。
先
に
も
触
れ
た
如
く
従
来
の
針
馬
在
住
者
も
次
見

以
下
は
砲
を
立
て
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
況
ん
や
他
所
者
の
被
屈
傭
者
が
到
馬
を
安

住
の
地
と
す
る
こ
と
は
更
に
困
難
で
、
所
謂
上
方
抱
下
し
の
者
共
が
「
宜
き
者
は
少
＜

悪
し
き
者
多
し
」
と
一
字
は
る
4
所
以
も
そ
の
原
因
は
こ
の
辺
に
あ
っ
た
と
凪
わ
れ
る
。

賓
永
三
年
の
旅
人
吟
味
も
領
主
好
生
の
心
に
発
し
た
と
は
言
は
れ
る
も
の
の
実
は
過

分
な
る
瑚
を
減
ぜ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
府
中
の
人
数
五
六
千
人
を
本
土
に
送
還
す

る
こ
と
を
当
而
の
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
．

瑚
数
の
制
眼
は
即
ち
人
口
の
制
駆
で
あ
る
°
然
る
に
人
口
の
減
少
は
必
然
的
に
労
働
・

カ
の
減
少
と
な
り
、
労
働
力
の
減
少
は
又
労
働
賃
銀
の
騰
貴
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
。
末

々
の
者
の
減
す
る
こ
と
は
「
廂
わ
れ
者
少
く
成
候
而

H
傭
貨
銀
高
く
」
な
る
こ
と
で
あ

っ
て
賓
永
の
改
革
後
は
乳
母
の
凪
賃
の
如
き
す
ら
高
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

人

n
は
制
眼
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
’
而
か
も
鉗
馬
の
風
土
は
低
廉
な
、
或
は
無
代
償
の

^
'
労
働
力
を
不
毛
の
土
雄
に
投
入
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
居
る
。
．
此
の
矛
眉
が
荘
園
戦
国

時
代
の
道
物
と
も
一
云
う
べ
き
奴
僕
ー
虹
い
人
、
被
官
等
の
犠
牲
に
於
い
て
解
決
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
．
且
つ
此
Q
情
勢
を
愈
人
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
文
藤
庶
長
役
後
の
一

種
の
恐
慌
朕
態
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
°
.
～

最
後
に
封
馬
の
農
村
に
在
つ
て
支
配
的
な
影
啓
力
を
持
ち
、
此
等
の
逍
習
の
制
度
化

に
強
く
働
き
か
け
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
所
謂
田
含
給
人
に
就
い
て
考
察
し
た
い
。

封
馬
の
士
族
が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
逃
の
如
く
で
あ
る
が
、
八
郷
給

人
の
数
は
糊
山
訥
庵
の
「
鉄
砲
格
式
餃
議
條
目
」
「
八
郷
給
人
分
限
帳
」
「
劉
馬
島
誌
」

簿
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
（
下
段
括
弧
内
は
足
軽
）

四一



註

例
上
々
晶

下

昴

上
々
田

下

田

齋
藤
氏

松
村
氏

佐
筏
氏

洲
河
氏

大
浦
氏

文
久
二
年

Q

評）

此
簿
の
給
人
中
四
即
以
上
の
も
の
九
家
で
、
中
に
在
つ
て
小
茂
川
・
術
籐
氏
、
一
壬
底

・
桧
村
氏
、
佐
晶
•
佐
池
氏
、
翌
・
洲
河
氏
、
河
内
・
大
淵
氏
は
其
の
後
裔
が
硯
存
し

伺
れ
も
多
く
の
史
料
を
所
蔵
し
て
居
ら
れ
る
か
ら
往
時
に
於
け
る
給
人
の
生
活
は
今

H

か
た
り
の
程
度
迄
復
源
し
得
ら
れ
る
。

対
馬
は
貞
和
年
中
（
或
は
文
姐
永
正
よ
り
と
も
云
う
）
か
ら
町
反
に
よ
ら
ず
間
尺
寸
分
の
名

を
用
い
た
。
田
畑
の
広
狭
、
位
既
、
肥
翔
等
に
よ
っ
て
上
々
、
上
、
中
、
下
の
四
等
を
分
ち

其
の
柾
蒔
の
拡
に
よ
っ
て
間
尺
法
に
よ
っ
て
徽
租
の
額
を
求
め
た
。
十
進
法
に
よ
る
が
四
尺

を
一
間
と
す
る
。

文
久
元
年

文
政
七
年

享
和
元
年

享
保
元
年

森

間

―

―

:ooo坪、‘

壼

間

―

:
0
0
0
0坪

壼

間

―

l
O
O
0坪

翌

間

七

0
0
0坪

七
間
二
尺
七
寸
七
分
四
厘

四
間
]
-
＿
尺
二
寸
一
分
七
厘

0
四

四
間
一
尺
九
寸
九
分

0
八
毛

四
間

0
八
寸
一
一
一
分
一
厘
一
毛
八

四
間
一
＿
尺

0
九
分
六
肌
四
毛
二

給
人
の
史
料
の
一
々
に
就
い
て
は
今
此
処
に
追
へ
得
な
い
が
、
何
れ
に
も
共
姐
し
て

見
ら
れ
る
こ
と
は
給
人
が
村
落
の
主
要
な
位
置
を
占
め
尤
大
な
士
地
を
領
し
て
居
た
こ

対

馬

に

於

け

る

787 765 422 361 271 
人人人人人

＾ ^  ^  106 150 87 
人人人、、、

奴

婢

と

被

官

は
対
馬
の
経
済
生
活
は
在

b
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
で
あ
る
。
対
馬
農
村
の
特
質
は
そ
の
山
村
的
性
格
に
あ
る
。
こ
の
條
件
の
下
に
そ
の

最
良
の
士
地
が
大
批
に
給
人
崎
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
れ
ば
残
部
は
言
う
に
足
ら
ざ
る
も

の
で
、
そ
れ
丈
け
給
人
の
比
重
は
股
村
に
於
て
圧
倒
的
な
も
の
と
な
る
。

且
つ
山
骨
枝
々
た
る
釘
馬
に
あ
っ
て
は
木
廟
造
に
よ
る
誹
地
が
相
当
の
部
分
を
占
め

る
。
上
た
木
廟
磨
間
は
四
Jj
坪
、
下
木
庭
は
十
万
坪
で
あ
る
か
ら
僅
少
の
人
力
を
以
て

し
て
は
之
を
経
愴
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
此
処
に
諮
代
下
人
、
隷
属
的
奴
俣
に

よ
る
恒
久
的
賦
役
の
必
要
が
自
づ
か
ら
生
じ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
て
隷
農
主
的

地
主
た
る
給
人
に
よ
る
手
作
緑
常
が
支
記
的
と
な
り
此
処
に
討
馬
監
村
の
抜
本
的
社
会

関
係
の
隈
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
対
馬
の
奴
婢
と
称
し
被
官
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
は
此
の
機
栢
の
中
の
一
の
伯
車
で
あ
っ
て
こ
の
労
力
の
供
給
源
な
く
し
て

四




